
前橋市酪農・肉用牛生産者支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、学校の休

校措置や各種イベントの開催自粛等により農畜産物の消費量の減少が著しく、

また、終焉が見通せず、生産者の収入の減少が今後顕著になると想定されるこ

とから、前橋市酪農・肉用牛生産者支援金（以下「支援金」という。）を交付

するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付対象者） 

第２条 この支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすも

のとする。 

（１）前橋市内に居住する個人事業主または前橋市内に事業所を置く法人で

あること。 

（２）乳用牛又は肉用牛を飼育している農業者または農業法人であること。 

（３）支援金の申請後も酪農・肉用牛生産を続ける意思があること。 

（４）前橋市商工関係小規模事業者集中支援金の交付を受けていない者また

は受ける予定のないこと。 

 

（支援金の額） 

第３条 支援金の額は、前条に定める対象者に対し、一律５万円とする。ただし、

交付は１回限りとする。  

 

（支援金の申請請求） 

第４条 支援金を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付の上、前橋市酪

農・肉用牛生産者支援金交付申請書兼請求書に必要事項を記入し、令和２年７

月３１日までに前橋市農政課へ提出するものとする。ただし、市長が事務処理

において、その必要がないと認める場合は、添付書類の一部または全部を省略

することができる。 

（１） 申請者が本人であることを確認できるもの 

（２） ２０１９年の事業状況が分かるもの 

（３） 振込先口座が確認できるもの 

 

（受付期間） 

第５条 支援金交付申請の受付期間は、令和２年６月１日から同年７月３１日

までとする。 

 

 



（その他） 

第６条 支援金の交付決定後、申請内容に虚偽等が判明した場合は、支援金の返

還等を求めることができるものとする。 

２ 要件を確認する上で必要である場合には、実地調査・報告・追加資料等を求

めることができるものとする。 

３ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 


